
７．農林漁業信用基金による林業信用保証制度

１ 林業信用保証業務の目的

林業・木材産業関係者の方々が金融機関から事業資金を借り入れようとする場合

に、農林漁業信用基金が保証人となることにより、円滑かつ有利に借入れが受けら

れるようサポートする制度です。

２ 保証対象者

次に掲げる方で農林漁業信用基金に出資（１口１万円）をしている方。

(1) 林業、木材産業の事業者（会社、個人、組合）

ただし、会社：資本金３億円以下、又は従業員３００人以下

個人：従業員３００人以下

組合：森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等が組織す

る中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会

(2) 木材卸売業者又は市場開設者（ただし、木材流通に関する「合理化計画」を作

成し、都道府県県知事の認定を受けている方）

会社：資本金１千万円以下、又は従業員１００人以下

個人：従業員１００人以下

３ 保証の対象となる資金

(1) 造林・育林 (6) きのこ生産

(2) 素材生産 (7) 木材卸売業

(3) 木材・木製品製造 (8) 転貸資金

(4) 薪炭生産 (9) 共同購入資金

(5) 林業種苗生産

４ 保証料（令和５年４月現在）

企業毎の保証料率は財務内容等によりいずれかの保証料が適用されます。

区 分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

制度資金 0.15 0.30 0.45 0.68 0.83 0.98 1.13 1.35

一般資金 0.20 0.40 0.60 0.90 1.10 1.30 1.50 1.80

※制度資金 ：林業・木材産業改善資金
暫定措置法及び木材安定供給特措法に基づき認定された計画に基づく
木材産業等高度化推進資金
災害（新型コロナ感染症を含む）により被害を受けた林業者・木材産業者

等が災害復旧等をするために必要な資金
※一般資金 ：農林漁業信用基金の林業信用保証業務細則に定められた資金
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５ 債務保証の手続き

林 ①出資申込・借入申込 融 ③出資申込書送付 農
業 林
者 ②債務保証依頼書 資 漁
・ ④債務保証協議書・調査意見書 業

木 機 信
材 用
卸 ⑥貸付実行 関 ⑤債務保証書 基
売 金
業 ⑦貸付実行報告書
者

等
⑤債務保証承諾書 代位弁済

６ 利用できる金融機関（約定金融機関）

区 分 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 信用組合 組合

宮 崎 県 宮崎銀行 宮崎太陽銀行 宮崎第一、延 宮崎県南部 宮崎県森連
岡、高鍋 宮崎県木連

熊 本 県 肥後銀行 熊本銀行 熊本、熊本第 熊本県 熊本県森連
一、熊本中央、
天草

大 分 県 大分銀行 豊和銀行 大分、日田、 大分県

大分みらい

鹿児島県 鹿児島銀行 南日本銀行 鹿児島、 奄美、 鹿児島県森
鹿児島相互 鹿児島興業 連

福 岡 県 福岡銀行、筑 福岡中央銀行 飯塚、遠賀、 福岡県 福岡県信農
邦銀行、西日 田川、大川、 連、福岡県
本シティ、北 大牟田柳川、 森連
九州銀行 福岡

※隣県の約定金融機関の支店が宮崎県内にある場合には、その金融機関も利用でき

ます。
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８ 相談窓口

(1) 宮崎県

〒８８０－０８５１ 宮崎市橘通東２－１０－１

宮崎県山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室

木材産業振興担当

TEL ０９８５－２６－７１５６（直通）

FAX ０９８５－２８－１６９９

(2) 農林漁業信用基金相談員

ア 宮崎県木材協同組合連合会

宮崎市橘通東１－１１－１

TEL ０９８５－２４－３４００

FAX ０９８５－２７－３５９０

(3) 独立行政法人農林漁業信用基金

〒１０３－６２２８ 東京都港区愛宕２－５－１

愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

独立行政法人農林漁業信用基金（林業信用保証業務部総務課）

TEL ０３－３４３４－７８２６（林業信用保証業務部総務課）

FAX ０３－３４３４－７８３７
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＜ポイント１＞ 林業・木材産業に特化した信用保証
林業・木材産業に特化した保証審査を行っているため、一つ一つの保証のご相談

に丁寧に対応することができます。

信用基金の特徴

・ 農林水産省及び財務省を主務省とする公的な保証機関です。

・ 林業・木材産業事業者の皆様が、融資機関から事業資金を借り入れる際に債務を保証す
ることにより、資金調達を円滑にするお手伝いをしています。

独立行政法人農林漁業信用基金とは

＜ポイント２＞ 多様な案件に精通
全国各地の様々な保証事例を１拠点でまとめて把握しているため、多様な案件に

対応することができます。

＜ポイント３＞ 全国的なネットワーク
国や自治体、業界団体とのネットワークにより、林業・木材産業に関する様々な情

報をご提供することができます。

＜ポイント１＞ 手頃な保証料率
保証料率は年0.15％～1.80％で、財務内容により低率が適用されます。

＜ポイント３＞ 保証限度額が大きい
保証額は、関連企業を含めて、財務内容により6億円まで利用可能です。

＜ポイント４＞ 無担保限度額が大きい
無担保での保証額は、財務内容により２億円まで利用可能です。

＜ポイント２＞ 保証料は必要な分だけ
保証料は日割計算のため、余分な費用が不要です。

＜ポイント５＞ 登録免除税が軽くなる
基金を抵当権者として設定する登記については、被保証者の方の登録免許税が

0.4％から0.15％へ軽減されます。

林業信用保証のメリット

3
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※１ 出資金は、保証依頼者が保証に必要な出資をしている場合は不要です。既に出資をしていても、保証額に必要な出資金に足り
ない場合はその不足分を出資していただきます。

※２ 出資手続きの完了した旨の文書は、発行事務に時間を要しますので、債務保証承諾書送付後に別途発送いたします。
※３ 保証料は、翌月１０日までに基金の預金口座のあるとりまとめ融資機関に送金していただきます。

融
資
機
関

林
業
・木
材
産
業
者

農
林
漁
業
信
用
基
金

① 債務保証依頼書及び関係書類の提出

④ 出資申請書の提出（※１）、
出資金の拠出

③ 保証承諾決定の連絡

⑨ 保証料の納付（※３）

② ①の書類と併せて、債務保証協議書
（調査意見書を含む）及び関係書類の提出

⑦ 債務保証承諾書の送付（※２）

⑪ 貸付実行報告書及び
保証料送金通知書の提出

基金の預金口座のある
とりまとめ融資機関

⑧ 貸付実行

⑦ 債務保証書、保証料計算書の送付

⑤ 出資金の送金
（※１）

⑩ 保証料の送金
（※３）

⑥ 出資金の入金確認

⑤ 出資申請書の提出（※１）

４

保証ご利用の手続き

注１：組合とは、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等が組織する中小企業等協同組合、農業協同組合及び農
業協同組合連合会を指します。

注２：「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」の「合理化計画」もしくは「木材の安定供給
の確保に関する特別措置法」の事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた方が対象です。

注３： 「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」の事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた方が対象です。
注４：反社会的勢力は保証をご利用できません。

業種
種別
（注１）

資本金 従業員数

造林・育林
素材生産

木材・木製品製造
薪炭生産

林業種苗生産
きのこ生産

会社 3億円以下 300人以下

個人 - 300人以下

組合 - -

木材卸売等
(注２)

会社 1,000万円以下 100人以下

個人 - 100人以下

木材製品利用等
(注３)

会社 ３億円以下 300人以下

個人 - 300人以下

保証をご利用いただける方
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■ 保証を受ける事業者は、出資者となっていただくことが必要です。

■ 出資必要額は保証額を保証倍率で除した額です。保証倍率は都道府県ごとに異なりますが、
概ね40倍から45倍です。
（例） 保証額が1,000万円、保証倍率が45の場合の出資必要額

1,000万円÷45＝23万円 （１万円未満は切上げ）

■ 出資金は、保証のご利用が終了した後に払い戻すことができます。

■ 組合員が所属組合の出資金を利用し、保証を受けることもできます。

出資

■ 法人代表者のほか、ご利用条件により追加で連帯保証人が必要な場合があります。

連帯保証人

■ 運転資金
事業者の財務内容や経営状況によっては、担保が必要です。

■ 設備資金
借入期間が５年を超える場合又は土地建物の購入・建設の場合は、原則として担保が必要です。

■ 当座貸越根保証
不動産、有価証券等の担保が必要です。

■ 担保の評価
基金の算定方法により評価します。

担保

保証ご利用条件

■ 普通保証
保証付き融資実行のつど、保証手続きを行うものです。

■ 根保証
利用者が融資機関から反復継続して手形貸付又は手形割引を受ける場合、あらかじめ一定の
保証極度額と根保証期間を定めておき、その範囲内で繰り返し保証を受けるものです。

■ 当座貸越根保証
一定の資格要件を備えた方が融資機関から事業資金を借り入れる場合、あらかじめ一定の貸
越極度額と貸越の発生期間を定め、その範囲内で反復継続して発生する当座貸越債務の保証
を根保証で取り扱うものです。当座貸越根保証の極度額は5千万円までとしています。

保証の種類

５
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対象事業
資金
使途

保証期間 保証料率 借入利率

○造林・育林
○素材生産
○木材・木製品製造
○林業種苗生産
○薪炭生産
○きのこ生産

運転

設備

運転：３年以内
（長期：７年以内）
設備：15年以内

区分Ⅱ

0.20％
0.40％
0.60％
0.90％
1.10％
1.30％
1.50％
1.80％

融資機関所定の利率

２ 一般資金

■保証割合 原則80％保証（100％保証については債務保証協議の際にご相談ください。）
■保証料率 財務内容等により各メニューに該当する区分内のいずれかの保証料率が適用されます。
■保証の最高限度額 財務内容により、関連企業を含めて６億円までです。

内容 資金の種類 対象事業
資金
使途

借入期間 保証料率 借入利率

「林業・木材産業改善措
置に関する計画」の知事
認定を受けた方が計画に
従い事業を行うための資
金に対する保証

林業・木材産
業改善資金

○造林・育林
○素材生産
○木材・木製品製造
○林業種苗生産
○薪炭生産
○きのこ生産
○木材卸売等

設備

（注２）

10年以内
（注３）

区分Ⅰ

0.15％
0.30％
0.45％
0.68％
0.83％
0.98％
1.13％
1.35％

0.0％
（無利子）

「林業経営改善計画」の
知事認定を受けた方が計
画に従い事業を行うため
の資金に対する保証

林 業 経 営 改
善資金

○造林・育林
○素材生産

運転
３年以内

（長期：５年以内）
（注４）

融資機関
所定の利率「合理化計画」の知事認

定を受けた方が計画に従
い事業を行うための資金
に対する保証

合理化資金
○素材生産
○木材・木製品製造
○木材卸売等

運転

設備
運転：５年以内
設備：15年以内

（注４）
「木材安定供給確保事業
計画」の知事認定を受け
た方が計画に従い事業を
行うための資金に対する
保証

木 材 安 定 供
給 確 保 事 業
資金

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇木材卸売等
〇木材製品利用

運転

設備

区分Ⅰ
（注５）

融資機関
所定の利率

１ 制度資金

※林業・木材産業改善資金、木材産業等高度化推進資金については、都道府県による貸付限度額の定めがあります。
注１：各種計画について都道府県知事の認定を受けた方への保証を必ずしも約束するものではありません。
注２：設備導入に伴う運転資金（当該設備の利用技術習得のための教育費等）は対象です。
注３：法律の定めにより、12年以内、13年以内、15年以内となる場合があります。
注４：「木材産業等高度化推進資金」に該当する場合は、短期は１年以内、長期は５年以内です。
注５：最大５年間免除です。

6

保証メニュー

法律に基づいて作成した計画について、都道府県知事の認定を受けた方が計画に従っ
て事業を行うための資金に対する保証です。（注１）

林業・木材産業を営む方の資金繰りを広く支援するための保証です。
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内容 保証の種類
対象事業
（注４）

資金
使途

借入期間
＜措置期間＞

保証料率 借入利率
保証

限度額
（注７）

林野庁長官が指定
する災害による影響
を受けた方の復旧、
資金繰り安定化の
ための資金に対す
る保証

林業・木材産業災
害復旧対策保証
（注２）

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇林業種苗生産
〇薪炭生産
〇きのこ生産
〇木材卸売等
〇木材製品利用

運転

設備

運転：５年以内
（長期：７年以内）
設備：15年以内
＜２年以内＞

区分Ⅰ
又は

区分Ⅱ
に同じ
（注５）

融資機関
所定の利率

８千万円

新型コロナウイルス
感染症又は原油価
格・物価高騰等によ
る影響を受けた方
の経営安定化のた
めの債務償還負担
軽減のための借換
に対する保証

新型コロナウイル
ス感染症による影
響を受けた林業
者のための借換
資金に係る林業
信用保証
（注３）

○造林・育林
○素材生産
〇林業種苗生産

運転

10年以内
（設備資金借換の

場合：
15年以内）

＜２年以内＞

区分Ⅱ
に同じ
（注５）

融資機関
所定の利率

（注６）
３億円

３ 災害復旧等支援

注１：罹災証明書等の提出が必要です。
注２：災害に応じて受付期間が異なりますのでご注意ください。

① 自然災害等：災害発生翌年度まで受付
② 新型コロナ関連、原油価格・物価高騰等による影響：令和６年３月31日まで受付

注３：令和６年3月31日までの受付です。
注４：木材卸売等及び木材製品利用は、制度資金に係る場合のみ対象です。
注５：最大５年間免除です。
注６：最長５年間実質無利子です。（林業施設整備等利子助成利用の場合）
注７：他の保証との合算限定の定め（６億円以下）があります。

【ご利用事例】

7

台風、洪水などの自然災害からの復旧や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、事業
継続に支障が生じている方の資金繰りを支援するための保証です。（注１）

スギ人工乾燥材専門の製材加工事業者であるA社は、
積極的な設備投資により製材加工効率が向上し、増産し
ようとした矢先に、台風の被害に遭い、工場・倉庫・製材
機械が破損。

過去の設備投資により借入が多くなっていたため、災
害から再建を図るための資金を出来るだけ少ない負担
で融資を受けることができる保証メニューがないか基金
に相談したところ、「林業・木材産業災害復旧対策保証」
を提案され、被災証明書を取得し、融資機関に融資を申
し込むとともに、基金の保証を利用した。

保証料が最大５年間免除されるため、再建のための資
金を金利負担等が少なく借入れができた。

注：写真はイメージであり、事例の会社ではありません。
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内容
（注１）

保証の種類
対象事業
（注３）

資金
使途

借入期間 保証料率 借入利率
保証

限度額

経営者の方が事業
の承継を行う場合
の保証（注２）

事業承継支援保証

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇林業種苗生産
〇薪炭生産
〇きのこ生産
〇木材卸売等
〇木材製品利用

運転

設備

制度資金
又は

一般資金
に同じ

区分Ⅰ
又は

区分Ⅱ
に同じ
（注４）

制度資金
又は

一般資金
に同じ

制度資金
又は

一般資金
に同じ林業を営む方が新

たに木材産業を営
む場合／木材産業
を営む方が新たに
林業を営む場合の
保証

林業・木材産業複合
経営化支援保証

＜林業者の方＞
〇木材・木製品製造
〇木材卸売等

＜木材産業者の方＞
○造林・育林
○素材生産

新たに林業・木材産
業を開始する方、他
産業から林業・木材
産業へ参入する方
への保証

林業・木材産業の創
業等支援

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇林業種苗生産
〇薪炭生産
〇きのこ生産
〇木材卸売等

３千万円

４ 事業承継、複合経営化、創業等支援

注１：一定の要件を満たす方が対象です。
注２：人（経営）の承継（経営権）、資産の承継（事業用資産等）又は知的資産（従業員の技術や技能等）の承継のいずれかに限ります。
注３：木材卸売等及び木材製品利用は、制度資金に係る場合のみ対象です。
注４：最大５年間免除です。

長年にわたり、素材生産会社の従業員であったB
さんは、独立して前の会社の同僚とともに素材生産
を行う会社を新たに設立。
事業に必要な中古の林業機械の導入を計画し、地

元の融資機関に相談したものの、新規創業であっ
たことから融資機関は融資に慎重になっていた。融
資機関の担当者が基金に相談したところ、新規創
業であっても信用基金の保証を利用することがで
きることを知り、融資を受けることができた。

【ご利用事例】

注：写真はイメージであり、事例の会社ではありません。

８

森林組合や素材生産会社等で経験を積み独立・法人設立をされる方や、他業種から林業・
木材産業へ新たに進出される方の資金繰りを保証するためのものです。
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林業・木材産業改善資金

林業・木材産業の経営の健全な発展、林業生産力の増大、林業従事者の福祉の向上を図ることを目的に、都道
府県が直接または都道府県指定の融資機関を通じて行う無利子の融資制度です。

木材産業等高度化推進資金

都道府県が基金からの借入金及びこれと同額の自己資金を都道府県指定の融資機関に原資として供給し、協
調融資方式により行う低利な融資制度です。このため、金利の定めがあります。

資金内容 貸付限度額 貸付利率
貸付期間
（最高限度）

○新たな林業・木材産業部門の経営の開始

○林産物の新たな生産・販売方式の導入

○林業労働に係る安全衛生施設の導入

○林業労働従事者の福利厚生施設の導入

林業分野
個人1,500万円
会社3,000万円
会社以外の団体

5,000万円
木材産業分野

1億円

0.0％
（無利子）

10年以内
（据置期間
３年以内）

資金内容
（運転資金が対象）

貸付限度額
（特認限度額）

貸付利率
（この利率以下で
都道府県が設定）

貸付期間

事
業
経
営
改
善
合
理
化
資
金

素材生産等
促進資金

施業集約化費用、立木購入代金、素
材生産費用及び作業委託費、素材・製
材等の購入代金及び輸送費、素材・製
材等の加工費等

1億円
(特認 5億円)

短期資金
1.3％、1.5％、1.6％

長期資金
1.0％、1.2％、1.3％

短期資金
1年以内

長期資金
５年以内

（据置期間
１年以内）

新規需要
創出資金

木材の需要開拓を行うための素材・
製材等の購入代金、輸送費及び加工
を行うための作業労賃等

1億円
短期資金 1.3％
長期資金 1.0％

木材高度加工資
金

木材の高度加工に必要な作業労賃等、
原材料を供給するための素材生産実
施費用等、JAS無垢材に係る素材の
購入代金等

1億円
(特認 2億円)

短期資金 1.3％
長期資金 1.0％

林
業
経
営
改
善
資
金

林業経営高
度化推進資
金

造林に必要な作業労賃、苗木代、素
材生産の委託費等

5千万円
(特認 1.5億円)

短期資金 1.6％
長期資金 1.3％

伐採・造林
一貫作業
推進資金

素材生産及び造林を一貫的に行うた
めの、立木購入代金、素材生産費、苗
木代、造林作業の委託費等

1億円
(特認 2億円)

短期資金
1.3％、1.5%

長期資金
1.0％、1.2%

木材安定供給資
金

施業集約化費用、立木購入代金、素
材生産費用及び作業委託費、素材・製
材等の購入代金及び輸送費、輸送を
行うための機械・車両の維持費用、素
材・製材等の加工費、ICTを活用した
データベース整備費等

3億円
(特認 4億円)

短期資金 1.3％
長期資金 1.0％

注１：貸付限度額、貸付利率は事業規模等により異なります。
注２：事業者が生産量一定以上等の条件を満たし、特認を受けた場合は貸付上限額が引き上げられます。

制度資金とは、法律や条令に基づいて、国や地方公共団体が財政から資金を融通したり、民
間融資機関の融資に対して利子の補給を行うことにより、有利な条件で融資を行う制度です。

9

（参考）制度資金の御案内
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保証申し込み書類

融資機関から基金に提出していただく書類
〇債務保証協議書
〇調査意見書
〇保証人調書
〇このほか、保証審査に必要な書類

保証依頼者（事業者）から融資機関に提出していただく書類
（融資機関を通じて基金に提出していただきます。）
〇債務保証依頼書
〇個人情報の取扱についての同意書（保証依頼者及び連帯保証人が個人の場合）
〇決算書（新規申込みの場合は３期分。ただし、新規創業の場合を除く）
〇試算表（決算後６か月以上経過している場合）
〇定款（申込者が組合、会社で新規申込みの場合）
〇印鑑証明書（事業者及び連帯保証人等。発行から３か月以内のものに限る）
〇履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（申込者が組合、会社の場合）
〇組合の概況表（申込者が組合の場合）
〇組合の出資利用承諾書（申込者が加入する組合の出資を間接的に利用しようとする場合）
〇根保証契約書（連帯保証人が個人であって根保証契約を締結している場合）

保証メニューに応じて保証依頼者から融資機関に提出していただく書類

様式はこちらからダウンロード可能です。→

注：設備資金の場合のみ必要です。
10

一般
資金

制度資金 災害支援 事業承継支援等

一
般
資
金

林
業
・木
材
産
業
改
善
資
金

林
業
経
営
改
善
資
金

合
理
化
資
金

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
資
金

林
業
・木
材
災
害
復
旧
対
策
保
証

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

る
影
響
を
受
け
た
林
業
者
の
た
め
の

借
換
資
金
に
係
る
林
業
信
用
保
証

事
業
承
継
支
援
保
証

林
業
・木
材
産
業
複
合
経
営
化
支
援

保
証

林
業
・木
材
産
業
の
創
業
等
支
援

設備計画書（注） ●

林業・木材産業改善措置に
関する計画・申請書・
認定書（写し）

●

林業経営改善計画・
申請書・認定書（写し）

●

合理化計画・申請書・
認定書（写し）

●

木材安定供給確保事業計
画・申請書・認定書（写し）

●

罹災証明書 ● ●

事業承継計画書 ●

林業・木材産業の複合経営
計画書

●

新規創業計画書又は
新分野進出計画書

●
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独立行政法人農林漁業信用基金

〒105-6228
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
TEL： 03-3434-7826, 7827（融資機関又は保証ご利用の方）

03-3434-7825 （都道府県又は一般の方）
FAX：03-3４３４-7837
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html

保証の対象となる資金

造林･育林

植栽、下刈り、除伐、
間伐等に必要な資金

素材生産

立木購入、伐木、造材、
搬出等に必要な資金

木材･木製品製造

製材品、集成材、合板、
プレカット材、チップ等の

製造に必要な資金

薪炭生産

薪炭（その副産物等）の
生産に必要な資金

林業種苗生産 きのこ生産 木材卸売等 木材製品利用等

林業種苗、緑化木等の
生産に必要な資金

きのこの生産に
必要な資金

木材の卸売又は木材市場
の開設もしくは改良、

木材の輸送に必要な資金

住宅等の建築請負、家具等
の製造、木質バイオマス発
電等に必要な資金

表紙写真：「御嶽湖に写る御岳山」（林野庁中部森林管理局提供）
裏表紙挿絵：平田美紗子 2023.04更新
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